
平成２３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成２３年度決算

に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を公表いたします。 

 

 

○ 健全化判断比率 

【単位：％】 

 三  沢  市 早期健全化基準 財 政 再 生 基 準 

実 質 赤 字 比 率 － １３．２６％ ２０．００％ 

連 結 実 質 赤 字 比 率 － １８．２６％ ３０．００％ 

実 質 公 債 費 比 率 １５．２％ ２５．０ ％ ３５．０ ％ 

将 来 負 担 比 率 １２５．９％ ３５０．０ ％  

※１ 『実質赤字比率』の『－』は、実質赤字額がないことを示します。 

※２ 『連結実質赤字比率』の『－』は、連結実質赤字額がないことを示します。 

※３ 早期健全化基準及び財政基準については、【「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要.pdf】 

をご覧ください。 

 

 

○ 資金不足比率 

【単位：％】 

会     計     名 資金不足比率 経営健全化基準 

三 沢 市 水 道 事 業 会 計 － 

２０．０ ％ 

三 沢 市 立 三 沢 病 院 事 業 会 計 － 

三沢市食肉処理センター特別会計 － 

三沢市農業集落排水事業特別会計 － 

三 沢 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 － 

※１ 『資金不足比率』の『－』は、資金不足額がないことを示します。 

※２ 経営健全化基準については【「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要.pdf】をご覧ください。 

 

 


